
 

 

届出の際に比較的不備が多い箇所を以下に列挙しますので、今後の業務の参考にしてください。 

●「労働者死傷病報告」の下欄にある「報告書作成者職氏名」の未記入 

 

 

社会保険労務士法施行規則第 16条（抜粋） 

第３章 社会保険労務士の権利及び義務 

（開業社会保険労務士等による書類への記名押印等） 

第十六条 他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士若しくはその

使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、

同条第一項第一号に規定する申請書等を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、

かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。 

２ 開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若し

くは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号の二の規定により申請書等の提出に関す

る手続を代わってする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出

に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。 
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